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【質問に対する回答】

 № 質　　問　　内　　容 回　　　　　答

 １ 【実施要領 P6　10 企画提案】 

（１）企画提案書(1)提案書類での「文字フォン

ト」ですが文字サイズの大きさの指定はないもの

との理解でよろしいでしょうか。

提出書類での文字のサイズやフォントの指定はあ

りません。

 ２ 【仕様書 P1　5業務予定】 

「状況に実施年度の変更や業務を追加する場合

があり。」とありますが、業務が大幅に追加するこ

とになった場合は別に予算が計上されるとの理

解でよろしいでしょうか。

予算の増額が必要になるほどの大幅な業務の追加

は想定していません。

 ３ 【仕様書 P1、P2　5業務予定、6業務内容】 

業務予定（１）令和 7年度の中に「・建設候補地、

建設規模等の設定」。業務内容（３）施設整備計画

の検討の中に「・建設候補地の特徴、現状と課題

の検証」とありますが、この建設候補地は市側か

ら「秩父市立地適正化計画（令和 3年 4月）」等を

鑑み、複数地が提示されるものとの理解でよろし

いでしょうか。

建設候補地については、いくつかの場所を市から提

示する予定です。

 ４ 【仕様書 P2　6業務内容】 

（３）施設整備計画の提案のため、現病院の敷地

図、各階平面図をご提供頂けないでしょうか。

参加表明書や添付書類の内容を確認し、本プロポー

ザル参加資格を満たしている事業者に対して、企画

提案要請通知を送付する際に、併せてお送りいたし

ます。なお、建物の配置や各階間取りを示した概略

図とさせていただきます。

 ５ 【仕様書 P2　6業務内容】 

（７）会議やワーキンググループ等の実施、運営

の中に「・基本計画策定に係る委員会（10 回程度

を想定）の実施」とありますが、委員会の委員構

成は 2024.7.24 に委嘱・任命された委員の方々の

委員会でしょうか。

お見込みのとおりで、秩父市立病院建設計画策定委

員会のことです。委員については新たに委嘱を行う

予定です。

 ６ 【仕様書 P2　6業務内容】 

同「・・・委員会（10 回程度を想定）・・」とあり

ますが、このうち９回は R７.7.11～R9.3.31 の間

での開催回数との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

 ７ 【仕様書 P2　6業務内容】 

同「・市立病院職員の検討会議等（10 回程度を想

定）の実施」とありますが、この検討会議の役割

は、市立病院の意思決定機関の位置付けとの理解

でよろしいでしょうか。

市立病院内の意思決定機関の予定です。新病院の全

体計画の検討や市立病院内の意見（ワーキンググル

ープ等の意見）のまとめ等を行います。そこで決定

した内容を秩父市立病院建設計画策定委員会等で

さらに協議するイメージです。
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【質問に対する回答】

 ８ 【仕様書 P2　6業務内容】 

同「・上記会議等の出席、運営、・・・」とありま

すが、これらの会議の主催者は「市立病院建設準

備室」であって、会議の「運営」は受託者ではな

いとの理解でよろしいでしょうか。

主催者は市立病院建設準備室ですが、運営の補助を

していただく場合もあります。また、市立病院内の

検討会議やワーキンググループでは、業務委託事業

者に運営をお願いします。

 ９ 【仕様書 P2　6業務内容】 

（８）その他に、「・市民説明会や報告会等の実施」

とありますが、開催回数は各年度１回との理解で

よろしいでしょうか。

市民説明会や報告会等は、基本計画策定後に行う予

定なので、R8年度に複数回実施する予定です。

 １０ 【仕様書 P2　6業務内容】 

昨年度実施された病院建設基本構想の業務内容

と重複している箇所が散見されますが、これは昨

年度の基本構想について一からの見直しを想定

されているのでしょうか。

基本構想の見直しは想定していませんが、今後の状

況によっては一部の業務を再度行う可能性もある

ため記載しています。仕様書を基に、実際に行う業

務は契約締結後に協議しながら決めていきます。

 １１ 【仕様書 P2　6業務内容】 

（８）その他の中に「※アンケート：1,500 世帯

を対象、素案・用紙・封筒等の作成、アンケート

送付・・」とありますが、 

①1,500 世帯の宛先は市側で抽出し住所データ

（または出力ラベル）はご提供いただく。 

②封筒（病院名が印刷されたもの）は提供いただ

ける。 

③アンケート送付、返信の郵便代は市側でお支払

いいただく。 

との理解でよろしいでしょうか。

①無作為抽出で選出した世帯を対象に行います。送

付先のデータは市で作成します。 

②封筒の作成は業務委託事業者にお願いします。 

③アンケートの送付・返信に関わる郵便代は業務委

託事業者の負担になります。


